
取組 主な内容 事業名 事業実施主体 ※ 担当局庁・課名
予算額（H21）
（百万円）

事業のポイント

有機農業総合支援対策
市町村等を含む農業者
等で組織される協議会

生産局
農業環境対策課

当初　452
補正　200

実施主体は市町村を含む農業者等で組織される協議会であり、有機
農業の参入希望者に対する技術指導といった目的であれば研修等と
しての取組も支援が可能。また、土づくりの推進の観点から、たい肥づ
くり研修会や巡回指導、有機物連用試験への取組への支援が可能。

担い手アクションサポート事業 担い手育成協議会
経営局
経営政策課

3,006
集落営農の立ち上げや、集落内合意形成、リーダー等への研修、専
門家による経営相談等地域の状況に応じて支援を実施

集落営農法人化等緊急整備推進事業
農業者等の組織する団
体

○
経営局
経営政策課

補正　5,354
集落営農の法人化を進めるための経営分析を支援するほか、新規作
物の導入、加工・販売等実証活動に係る経費を500万円を上限に助成

集落営農法人化等緊急整備推進事業
担い手育成協議会、市町
村

経営局
経営政策課

補正　5,354
他地域の先進的な集落リーダーや地域コーディネーターを派遣する費
用を定額助成

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用に関連して実施する経営相談・指導、就農研修、マーケッ
トリサーチ、加工品試作、試験販売等への支援が可能（定額）。

法人 農協 農山漁

都市から農山漁村への定住を促進するほか、定住者の活用や多様な
主体の連携により、地場資源と地元人材等を活用した新たな事業を推

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動との関連性を有する事業について（未定稿）

研修会等 法人化、農業技術、
マーケティング　等

資料３

農村コミュニティ再生・活性化支援事業
NPO法人、農協、農山漁
村の住民等が組織する
団体等

農村振興局
都市農村交流課

90

主体の連携により、地場資源と地元人材等を活用した新たな事業を推
進するための取組を支援。
　具体的には、農村への定住や長期滞在を促進するための方法の検
討、住居・職業といった生活情報の提供、相談といったソフトへの支援
が可能。

農地・水・環境保全向上対策のうち
共同活動支援交付金

活動組織
農村振興局
農地資源課

23,106
地域ぐるみの共同活動の一環として行う水路・農道の補修、泥上げ等
に交付金を活用することが可能。

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用の取組に附帯して実施する用排水路や農道等の補完整
備への支援が可能（補助率１／２）。

地域用水機能増進事業 土地改良区、市町村
農村振興局
水資源課

256の内数
地域用水機能の増進のために行う配水操作、維持管理、水質管理等
の活動に対する支援が可能。

農地有効利用支援整備事業 市町村、土地改良区等
農村振興局
水資源課

当初　2,350
補正　20,000

営農体系の変更及びその定着に必要となる農地や農業水利施設等
の簡易な整備及び管理の省力化のための整備への支援を行う。ま
た、H21に限り、耕作放棄の未然防止の観点からの整備も支援。

農地確保・利用支援事業
（農地引受交付金）

都道府県担い手協議会
経営局
構造改善課

7,078の内数
特定農業法人等が地域の農地を引き受けて農業生産活動をする場
合、新たに発生する生産条件の整備、技術習得のための研修活動等
の経費について交付金を交付。

農地・水・環境保全向上対策のうち
共同活動支援交付金

活動組織
農村振興局
農地資源課

23,106
地域ぐるみの共同活動の一環として行う耕作放棄地の復旧、法面管
理、草刈り等に交付金を活用することが可能。

農地管理 耕作放棄地の復旧、法面管理、
草刈り、営農支援　等

農道・水路等の管理 補修、泥あげ　等

資料３
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取組 主な内容 事業名 事業実施主体 ※ 担当局庁・課名
予算額（H21）
（百万円）

事業のポイント

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動との関連性を有する事業について（未定稿） 資料３

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり実施する耕作
放棄地の再生作業に対し、3万円/10a又は5万円/10aの定額支援が
可能。さらに荒廃の程度が大きく重機等を用いて行う再生作業に対し
ては事業費の1/2の支援が可能。また、再生した耕作放棄地において
作付をするために必要な土壌改良や営農定着への支援が可能（各々
2.5万円/10a）。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

都道府県、市町村、農
協、森林組合、地方公共
団体の出資する法人、農
業委員会、NPO法人等

農村振興局
農村整備官

34,915
遊休農地解消のための実態調査、分布図作成、遊休農地再生のため
の先進事例及び市場等の調査、援農、農地の保全管理、景観形成、
植林等のボランティア活動、検討会の開催等への支援が可能

中山間ふるさと・水と土保全推進事業
（棚田基金）

都道府県
農村振興局
中山間地域振興
課

各都道府県基金の
運用益

棚田の石垣補修などの保全活動に関しては、技術的な指導を行う人
材の育成や地元住民活動が行う保全活動に必要な資機材費、燃料費
等の経費の一部を助成することが可能。

強い農業づくり交付金のうち産地競争力
の強化

都道府県、市町村、農業
協同組合、公社、農事組
合法人、生産者集団等

○
生産局畜産部
畜産振興課

24,416の内数

①　効率的な自給飼料生産のための、飼料の生産・収穫・調製・流通
保管のための施設・機械等の整備
②　水田における飼料作物の作付拡大および国産稲わらの収集・利
用体制を確立するための施設・機械の整備
等に対する支援が可能。

草地畜産基盤整備事業
都道府県、事業指定法人
等

生産局畜産部
畜産振興課

当初 12,131の内数
補正　420の内数

一定規模以上の草地等の整備を要件として、草地等の利用に必要な
共同利用機械等の導入に要する経費の支援が可能。

共同利用機械の購入 コンバイン、田植機等の購入　等

強い農業づくり交付金のうち
集落営農育成・確保緊急対策事業

都道府県、市町村、担い
手育成総合支援協議会、
農協、土地改良区、農業
委員会、農業者の組織す
る団体、第３セクター等

○
経営局
経営政策課

24,416の内数 集落営農の組織化に取り組む場合の農業用機械・施設等整備に助成

集落営農法人化等緊急整備推進事業
農業者等の組織する団
体

○
経営局
経営政策課

補正　5,354
集落営農の組織化・法人化に取り組む場合の農業用機械・施設等整
備に助成

強い農業づくり交付金のうち経営力の強
化（経営構造対策）

市町村、農協、農業者等
の組織する団体、第３セ
クター、ＰＦＩ事業者等

○
経営局
構造改善課

24,416の内数
実施主体には農業者等で組織される団体も含まれ、認定農業者等の
担い手の育成・確保等といった目的であれば農業用機械施設補助の
整理合理化通知に基づく田植機などの農業用機械の導入が可能。

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用に関連して行う、農業用機械の購入（地域協議会にて購
入し、農家へ管理委託又は貸与して使用）又は借上げへの支援が可
能（補助率1/2）。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

都道府県、市町村、土地
改良区、農協、地方公共
団体の出資する法人、農
業委員会、農林漁業者の
組織する団体等

○
農村振興局
農村整備官

34,915
①五法指定地域を対象として農業用機械等の導入が可能。
②畑地基盤の追加補完的整備に併せ行う施設整備のメニューとして、
営農機械（リース方式）の導入が可能。

草地畜産基盤整備事業
都道府県、事業指定法人
等

生産局畜産部
畜産振興課

当初　12,131の内数
補正　420の内数

一定規模以上の草地等の整備を要件として、草地等の利用に必要な
共同利用施設等の整備に要する経費の支援が可能。

畜産環境総合整備事業 都道府県、事業指定法人
生産局畜産部
畜産振興課

2,294の内数
畜産農家の共同利用の排せつ物処理施設の整備と還元農用地の整
備が可能。

共同利用施設の整備 選果、直売所等の施設整備　等

2／5



取組 主な内容 事業名 事業実施主体 ※ 担当局庁・課名
予算額（H21）
（百万円）

事業のポイント

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動との関連性を有する事業について（未定稿） 資料３

強い農業づくり交付金のうち産地競争力
の強化

都道府県、市町村、農業
協同組合、公社、農事組
合法人、生産者集団等

○
生産局畜産部
畜産振興課

24,416の内数

①　効率的な自給飼料生産のための、飼料の生産・収穫・調製・流通
保管のための施設・機械等の整備
②　水田における飼料作物の作付拡大および国産稲わらの収集・利
用体制を確立するための施設・機械の整備
等に対する支援が可能。

有機農業総合支援対策
市町村等を含む農業者
等で組織される協議会

生産局
農業環境対策課

当初　452
補正　200

地域段階における有機農業の推進に資するため、モデルタウン事業
に取り組む地域において、有機農業に必要な栽培技術の習得、種苗
の供給、土壌診断等を行うための拠点の整備への支援が可能。
また、たい肥施用量の減少等の地域の土づくりの課題に対応するた
め、高品質たい肥製造ための攪拌装置やたい肥貯留施設などへの支
援が可能。

強い農業づくり交付金のうち
集落営農育成・確保緊急対策事業

都道府県、市町村、担い
手育成総合支援協議会、
農協、土地改良区、農業
委員会、農業者の組織す
る団体、第３セクター等

○
経営局
経営政策課

24,416の内数 集落営農の組織化に取り組む場合の農業用機械・施設等整備に助成

集落営農法人化等緊急整備推進事業
農業者等の組織する団
体

○
経営局
経営政策課

補正　5,354
集落営農の組織化・法人化に取り組む場合の農業用機械・施設等整
備に助成

強い農業づくり交付金のうち経営力の強
化（経営構造対策）

市町村、農協、農業者等
の組織する団体、第３セ
クター、ＰＦＩ事業者等

○
経営局
構造改善課

24,416の内数
実施主体には農業者等で組織される団体も含まれ、認定農業者等の
担い手の育成・確保等といった目的であれば農畜産物集出荷貯蔵や
農畜産物処理加工などの施設の整備が可能。

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用に関連して行う、処理加工施設、乾燥調整貯蔵施設、集
出荷貯蔵施設、直売・食材提供供給施設、農業用施設（ハウス、果樹
棚、防風・防霜施設等）の整備への支援が可能（補助率1/2）。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

都道府県、市町村、土地
改良区、農協、地方公共
団体の出資する法人、農
業委員会、農林漁業者の
組織する団体等

○
農村振興局
農村整備官

34,915

農林水産物処理加工施設、農林水産物集出荷貯蔵施設等への支援
が可能。
要件として以下のいずれかであること
①五法指定地域が対象である。
②畑地基盤の追加補完的整備に併せ行う施設整備のメニューとして
整備する。

草地畜産基盤整備事業
都道府県、事業指定法人
等

生産局畜産部
畜産振興課

当初　12,131の内数
補正　420の内数

一定規模以上の草地等の整備を要件として、飼料畑等への鳥獣害の
防止に必要な施設の設置に要する経費の支援が可能。

鳥獣害防止総合対策事業
市町村、農林漁業者等の
組織する地域協議会等

○
生産局
農業生産支援課

当初　2,800
補正　　400

鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する被害防止計画に基づ
く、個体数調整、被害防除、生息環境管理等の取組を総合的に支援
（推進事業：捕獲わなの導購入、狩猟免許講習会への参加、鳥獣の追
い払い等、整備事業：侵入防止柵の設置、捕獲鳥獣の肉処理加工施
設等の整備）

農地・水・環境保全向上対策のうち
共同活動支援交付金

活動組織
農村振興局
農地資源課

23,106
地域ぐるみの共同活動の一環として行う鳥獣害防護柵の適正管理に
交付金を活用することが可能。

鳥獣被害防止対策 電気柵、防護柵等の設置　等
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取組 主な内容 事業名 事業実施主体 ※ 担当局庁・課名
予算額（H21）
（百万円）

事業のポイント

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動との関連性を有する事業について（未定稿） 資料３

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用に関連して行う、鳥獣被害防止施設の整備への支援が可
能（補助率1/2）。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

都道府県、市町村、農
協、森林組合、地方公共
団体の出資する法人、農
業者の組織する団体等

○
農村振興局
農村整備官

34,915
五法指定地域が対象。
総合鳥獣被害防止施設（農林水産物を鳥獣の被害から守るために必
要となる防護柵等）への支援が可能。

中山間地域総合整備事業 都道府県、市町村
農村振興局
中山間地域振興
課

24,582
農用地への野生鳥獣の侵入防止のために必要な鳥獣侵入防止施設
の新設等が可能。

農地環境整備事業 都道府県、市町村
農村振興局
中山間地域振興
課

1,245
農用地への野生鳥獣の侵入防止のために必要な鳥獣侵入防止施設
の新設等が可能。

畑地帯総合整備事業 都道府県
農村振興局
水資源課

27,869の内数
鳥獣侵入防止施設の整備が可能。
（農業用用排水施設、農道及び区画整理のいずれかの事業と併せて
整備する場合に限る。）

畜産環境総合整備事業 都道府県、事業指定法人
生産局畜産部
畜産振興課

2,294の内数 公共牧場のふれあい牧場としての整備（牧柵、遊歩道等）が可能。

有機農業総合支援対策
市町村等を含む農業者
等で組織される協議会

生産局
農業環境対策課

当初　452
補正　200

実施主体は市町村を含む農業者等で組織される協議会であり、有機
農業の実証など、環境保全型農業の取組への支援が可能。

多面的機能増進活動 環境保全型農業、
景観作物の植え付け、
学校・企業との連携、
都市等との交流、
周辺林地の草刈り　等

等で組織される協議会 農業環境対策課 補正　200 農業の実証など、環境保全型農業の取組 の支援が可能。

農地・水・環境保全向上対策のうち
共同活動支援交付金

活動組織
農村振興局
農地資源課

23,106
地域ぐるみの共同活動の一環として行う景観作物の植栽、地域住民
等との交流活動、学校教育等との連携等に交付金を活用することが
可能。

農地・水・環境保全向上対策のうち
営農活動支援交付金

活動組織
農村振興局
農地資源課

2,986
環境保全型農業（化学肥料・化学合成農薬を５割以上低減する取組
等）に対する支援が可能。

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

農業者又は農業者の組織する団体等が取組主体となり、耕作放棄地
の再生利用に関連して行う、農業体験施設の整備への支援が可能
（補助率1/2）であり、保健休養機能の増進に資する。

広域連携共生・対流等対策交付金
NPO法人、農協、農山漁
村の住民等が組織する
団体、受入地域協議会等

農村振興局
都市農村交流課

638

都市と農村が広域で連携し共生・対流を推進する先導的取組や都市
部の商店街や企業等と農山漁村が連携して実施する協働の取組など
に支援を行うもの。
　具体的には、都市農村交流促進施設、農林水産物直売所といった
ハード整備、ボランティア等都会から人材を呼び込む取組といったソフ
トへの支援が可能。

子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業
NPO法人、農協、農山漁
村の住民等が組織する
団体、受入地域協議会等

農村振興局
都市農村交流課

640

子どもプロジェクトの受入れを担う農山漁村地域での受入体制の整備
を図り、本プロジェクトを効率的かつ効果的に実施するため、受入地域
協議会等に対して支援を行うもの。
　具体的には、地域において、受入れに係る課題検討、話合いやワー
クショップを通じた受入計画の策定のほか、受入地域と小学校との間
の情報の共有化、受入地域における安全管理体制の確立、リーダー
の育成といったソフトへの支援が可能。
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取組 主な内容 事業名 事業実施主体 ※ 担当局庁・課名
予算額（H21）
（百万円）

事業のポイント

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動との関連性を有する事業について（未定稿） 資料３

中山間ふるさと・水と土保全対策事業
（ふるさと水と土基金）

都道府県
農村振興局
中山間地域振興
課

各都道府県基金の
運用益

中山間地域において、土地改良施設の有する多面的機能の良好な発
揮と地域住民活動の活性化を図るため、地域住民活動を推進する人
材の育成、施設や農地の利活用及び保全活動の促進に対する支援を
行う。

中山間ふるさと・水と土保全推進事業
（棚田基金）

都道府県
農村振興局
中山間地域振興
課

各都道府県基金の
運用益

棚田地域の農地等の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活
動の活性化を図り、もって中山間地域の農業・農村の活性化に資する
tことを目的として、都市住民等の活動参加ネットワークの構築・運営、
地域住民活動を推進する人材の育成、施設や農地の保全・利活用活
動及び保全整備等の促進に対する支援を行う。

地域用水機能増進事業 土地改良区、市町村
農村振興局
水資源課

256の内数
地域用水機能の増進のための地域用水協議会の運営、情報整備、関
係機関との連絡調整、事業推進活動が可能。

草地畜産基盤整備事業
都道府県、事業指定法人
等

生産局畜産部
畜産振興課

当初　12,131の内数
補正　420の内数

一定規模以上の草地等の整備を要件として、農地利用集積に要する
経費の支援が可能。

国産粗飼料増産対策事業のうち粗飼料
広域流通モデル確立事業

民間団体等
生産局畜産部
畜産振興課

2,346の内数
国産粗飼料の流通拠点の整備を支援するとともに、畜産農家等の協
力を得て、広域流通する国産粗飼料の品質等に係る全国的な調査を
支援が可能。

国産飼料資源活用促進総合対策事業の
うち放牧牛貸付制度構築事業

生産者団体、普及組織、
行政等からなる協議会

○
生産局畜産部
畜産振興課

164
放牧経験牛の貸出し（レンタカウ）を行う仕組みを地域に構築する取組
を支援が可能

その他 農地利用集積等、
畜産における自給飼料振興　等

うち放牧牛貸付制度構築事業 行政等からなる協議会
○
畜産振興課

164
を支援が可能。

地域資源活用型エコフィード増産推進事
業

農事組合法人、営農集
団、農業協同組合

○
生産局畜産部
畜産振興課

250
地域の食品残さや飼料作物によりＴＭＲ（混合飼料）を生産する取組を
支援が可能。

耕作放棄地再生利用緊急対策
耕作放棄地
対策協議会

農村振興局
農地資源課

当初　20,650
補正　15,000

耕作放棄地の再生利用に関連して地域耕作放棄地対策協議会が行
う、耕作放棄地再生利用のための権利関係調査や農地利用調整活動
への支援が可能（定額）。

※事業実施主体に協定集落（農業者の組織する団体）が含まれる場合は「○」を記載。
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